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令和 7年度 第 2回 市政アンケート 

市政アンケートは、市内に居住する満 18 歳以上の市民 2,000 人を無作為抽出して、年度内

に 2回実施するものです。 

■調査期間 

令和 7年 10 月 7 日（火曜日）から 令和 7年 10 月 28 日（火曜日）まで 

■調査方法 

（1）対 象      市内に居住する満 18 歳以上の市民（外国人を含む） 

（2）標 本 数      2,000 人 

（3）抽 出 法      住民基本台帳をフレームとする無作為抽出(※) 

（4）調査方法  調査票を郵送、回答は郵送又はインターネットを通じて回収 

（5）回 収 率      調査標本数 2,000 人 に対して 

        有効回収数 1,045 人（有効回収率 52.3％） 

（内訳）郵送／565 人(54.1％）、インターネット／480 人(45.9％) 

（6）質 問 数      41 問 

※ 母集団から標本を抽出する手法の一つで、今回は、母集団（市内に居住する満 18 歳以上

の市民）から、区の人口比率に応じて無作為に標本（2,000 人）を抽出しました。 

■アンケートテーマ 

（1）路上禁煙の推進について 

（2）消費生活について 

（3）都市農業の振興について 

（4）多文化共生について 

（5）人権について 

■その他 

パーセントについては、小数点以下第 2位を四捨五入して算出しました。このため、合計

が 100％にならないこともあります。 

■問い合わせ先 

調査テーマに関すること 

・「路上禁煙の推進について」環境局作業課 電話番号:052-972-2385 

・「消費生活について」   スポーツ市民局消費生活課 電話番号:052-222-9679 

・「都市農業の振興について」緑政土木局都市農業課 電話番号:052-972-2463 

・「多文化共生について」  観光文化交流局国際交流課 電話番号:052-972-4610 

  ・「人権について」     スポーツ市民局人権施策推進課 電話番号:052-972-2583 

 

調査概要に関すること     スポーツ市民局広聴課 電話番号:052-972-3140 
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名古屋市では、平成 16 年 11 月に「安心・安全で快適なまちづくりなごや条例」を制定

し、その中で、繁華街やターミナル周辺など人通りが多く路上喫煙による危険性が高い地域

（名古屋駅・栄・金山・藤が丘）を「路上禁煙地区」に指定し、地区内での喫煙を禁止しまし

た。平成 18 年 7 月からは違反者に 2,000 円の過料を科しています。 

今回のアンケートは、路上禁煙施策の認知度等についておたずねし、今後の広報・啓発方法

等を検討するうえでの参考とさせていただくものです。 

① 路上禁煙の推進について 
 

 

 

 

 

 

 

※各図表の「Ｎ」は、回答者数を表しています。 

問１ あなたは喫煙（加熱式たばこ、電子式たばこを含む）していますか。 

（○は１つだけ） 

Ｎ＝1,045 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎日喫煙する

12.5%

たまに喫煙する

0.5%

以前は喫煙していたがやめた

24.0%

喫煙したことが

ない（20歳未満

の者を含む）

61.8%

無回答

1.1%
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《問１で１、２と答えた方（喫煙する方）におたずねします。》 

問２ あなたは、携帯灰皿（吸い殻入れ）を普段使っていますか。（○は１つだけ） 

Ｎ＝136 

 

 

問３ あなたは他都市に旅行等をする際に、旅行先の路上禁煙地区について、どのように確 

認しますか。（○は１つだけ） 

Ｎ＝136 

 

 

 

 

 

 

使っている

52.9%

たまに使っている

14.7%

使っていない、または

持っていない

32.4%

旅行先の自治体のホーム

ページを確認する

2.2%

旅行先にて喫煙する際に看板

や路面表示を確認する

50.0%
路上では喫煙行為をしないため、

確認しない

39.0%

確認しない（路上禁煙地区と

気づいてやめた場合も含む）

8.1%

その他

0.7%
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《すべての方におたずねします。》 

路上喫煙とは、道路上で立ち止まって喫煙したり、歩行中や自転車運転中に喫煙したりする

ことを指します。名古屋市外の出来事も含めて、路上喫煙についておたずねします。 

 

問４ あなたが路上喫煙について、不安や不快に感じていることは何ですか。 
（○はいくつでも） 

Ｎ＝1,045

 

問５ あなたや家族、知り合いが、最近（おおむね５年以内で）路上喫煙をしている人によ

り、やけどや衣服などを焦がしたといった被害にあったり、危険を感じたことがありま

すか。（○は１つだけ） 

Ｎ＝1,045 

 

42.0%

71.9%

61.9%

63.4%

75.6%

32.3%

1.9%

3.0%

1.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

たばこの火によるやけど被害

たばこの臭いによる不快感

ポイ捨てされた吸い殻による火災

受動喫煙による周囲の人への健康被害

ポイ捨てされた吸い殻による景観の悪化

20歳未満の者の健全育成への悪影響

その他

特になし

無回答

被害にあったことがある

1.9%

被害にあったことはないが、

危険を感じたことがある

40.4%

被害にあったことも、危険を

感じたこともない

56.0%

無回答

1.7%
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人混みでたばこを吸うと周囲の人にとってやけどを負わす危険性が高くなるため、名古屋市

では以下の４地区を路上禁煙地区に指定して、斜線の場所でたばこを吸うこと（加熱式・電子

式たばこは除く）を禁止し、違反者には 2,000 円の過料を科しています。 

 

  

  

 

 

 

 

問６ あなたは、名古屋市では４地区（名古屋駅・栄・金山・藤が丘）が路上禁煙地区として 

指定されていることを知っていましたか。（○は１つだけ） 

＜全体＞                                         Ｎ＝1,045 

 

＜うち、喫煙している※人（全体の 13.0％）で路上禁煙地区を知っている人＞   Ｎ＝136 

※問 1 で「毎日喫煙する」または「たまに喫煙する」と答えた人の合計 

 

４地区すべて知っていた

10.4%

４地区すべては知らなかった

が、一部の地区は知っていた

43.9%

地区までは知らなかったが、

路上禁煙地区については聞い

たことがある

24.3%

路上禁煙地区について

知らなかった

18.9%

無回答

2.4%

４地区すべて知っていた

32.4%

４地区すべては知らなかったが、

一部の地区は知っていた

47.8%

地区までは知らなかったが、

路上禁煙地区については聞い

たことがある

12.5%

路上禁煙地区について

知らなかった

7.4%
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《問６で１、２と答えた方（路上禁煙地区について知っていた方）におたずねします。》 

問７ あなたは、４地区（名古屋駅・栄・金山・藤が丘）の路上禁煙地区について、区域ま 
でご存じの地区はありますか。概ねご存じの地区の番号に全て〇をつけてください。 

 （○はいくつでも） 
Ｎ＝568 

 

《問６で１～３と答えた方（路上禁煙地区を知っていた方または聞いたことがある方）にお

たずねします。》 

問８ あなたは、路上禁煙地区に関する情報を何からお知りになりましたか。 

（○はいくつでも） 
Ｎ＝822 

 

65.1%

59.2%

33.6%

9.3%

25.2%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

名古屋駅地区

栄地区

金山地区

藤が丘地区

区域まで知っている地区はない

無回答

29.2%

52.1%

46.4%

1.0%

3.4%

13.6%

8.8%

1.9%

1.8%

9.7%

2.1%

4.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

テレビ・ラジオ放送

路上禁煙地区内の看板

路上禁煙地区の路面表示

Ｘ(旧Twitter)やYouTubeなどＳＮＳでの広告

名古屋市公式ウェブサイト

広報なごや

喫煙所内のポスター

百貨店や地下街でのアナウンス放送

金山駅北口のデジタルサイネージ

何から知ったか覚えていない

その他

無回答
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《すべての方におたずねします。》 

名古屋市では、路上禁煙地区以外の場所でも「安心・安全で快適なまちづくりなごや条例」

において、「喫煙者の責務」として、次の内容を定めています。 

○市内全域の公共の場所において、歩行中又は自転車の乗車中に喫煙しないように努めなけ

ればならない。 

○喫煙しようとする者は、公共の場所にたばこの吸い殻をみだりに捨てないよう、吸い殻入

れの携帯に努めなければならない。 

 

問９ あなたは、条例における「喫煙者の責務」を知っていましたか。（○は１つだけ） 

Ｎ＝1,045 

 

問 10 「路上禁煙の推進」について、ご意見がございましたら、ご自由にお書きくださ 
い。 

・ 名古屋市全域を路上禁煙にしてほしい。 

・ 罰則の強化 
・ 私は非喫煙者ですが、路上での喫煙を禁止するなら、喫煙しても良い場所が設けられて欲

しいと思いました。喫煙しても良い場所がなければ、路上で喫煙する人が減らなさそうだ

からです。 
・ 昔にくらべ路上喫煙をしている人を見かけなくなりました。条例は良いことだと思いま

す。 
・ 今までに禁止区域を何十回となく歩いたが、禁止区域であることを知らなかったし、そう

と示すものを目にした記憶もない。周知方法に問題があるのではないか。 

ほか 

 

両方とも知っていた

25.2%

歩行中又は自転車の乗車

中に喫煙しないよう努め

ることだけ知っていた

8.8%

喫煙する者は吸い殻入れを携帯するよう

努めることだけ知っていた

15.2%

両方とも知らなかった

48.6%

無回答

2.2%
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② 消費生活について 

＜消費者トラブルについて＞ 

近年、消費生活センターにはインターネット通販に関するトラブルや自宅の修繕工事に関

する相談が多く寄せられています。インターネット通販では『健康食品や化粧品を 1 回限り

のお試しで注文したつもりが定期購入だった』というトラブルが後を絶ちません。 

他にも、美容医療やエステ、賃貸アパート、ネットやスマホ契約など、消費生活に関する

様々な相談が寄せられています。 

 
 

問 11 あなたは、消費者トラブルに遭ったことがありますか（困ったり嫌な思いをしたり

したことを含む）。（○は１つだけ） 
Ｎ＝1,045 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある

18.1%

ない

77.7%

無回答

4.2%

名古屋市では消費生活センターを設置し、消費者トラブルについての相談を受け付けてい

ます。また、トラブルを未然に防ぐため、講座や情報提供も行っています。 

今回のアンケートは、消費生活について市民の皆さまの意見や意識をおたずねし、今後の

消費者施策を検討するうえでの参考とさせていただくものです。 
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《問 11 で１と答えた方（消費者トラブルに遭ったことがある方）におたずねします。》 

問 12 あなたが消費者トラブルに遭った（困ったり嫌な思いをしたりしたことを含む）と

き、解決のために何をしましたか。（○はいくつでも） 

Ｎ＝189 

 
《すべての方におたずねします。》 

問 13 あなたが消費者トラブルに遭わないために日頃から心掛けていることは何ですか。 
（○はいくつでも） 

Ｎ＝1,045 

 

※ クーリング・オフ制度：訪問販売など特定の取引について、契約の申込み又は締結の後に、一定の期間

内であれば無条件で解約できる制度 

46.0%

45.5%

23.3%

0.5%

19.0%

4.2%

6.9%

1.6%

2.1%

10.1%

0.5%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

解決方法を調べて対処（無視含む）した

販売店やメーカーに問い合わせた

家族や友人・知人に相談した

民生委員等の地域の人に相談した

消費生活センターに相談した

弁護士や司法書士などに相談した

警察に相談した

消費者団体に相談した

その他

特に何もしなかった

無回答

56.7%

65.7%

31.9%

34.4%

69.5%

32.5%

49.7%

61.4%

2.4%

2.3%

1.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

本当に必要な契約かよく考える

必要ないときはキッパリと断る

家族や友人・知人に相談する

契約書等の内容をよく確認する

うまい話には安易にのらない

クーリング・オフなどの対応方法を知っておく

個人情報をむやみに人に伝えない

あやしいサイトは見ない

その他

特にない

無回答
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＜消費行動の意識について＞ 

問14 あなたが消費行動（普段の買い物等）で日常的に心掛けていることは何ですか。 
（○はいくつでも） 

Ｎ＝1,045 

 

 

問 15 あなたの消費行動が、社会、経済、環境などに影響を及ぼす可能性があることを知 
っていますか。（○は１つだけ） 

Ｎ＝1,045 

 

83.3%

11.5%

4.7%

7.0%

32.2%

61.9%

5.1%

12.8%

1.9%

5.5%

1.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

エコバッグを利用する

環境に負荷の少ない商品を選ぶ

フェアトレード製品を選ぶ

売上が寄付につながる商品を選ぶ

地元の食品や製品を選ぶ（地産地消）

食品ロスを減らす

福祉作業所で作られた製品を選ぶ

被災地の産品を購入する（被災地支援）

その他

特にない

無回答

知っている

34.9%

なんとなく知っている

50.5%

知らない

12.5%

無回答

2.0%
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＜消費者施策について＞ 

問 16 あなたは、市民の消費生活の安定や向上のために、市の取り組みとして、どのよう

なことを期待しますか。（○はいくつでも） 

Ｎ＝1,045 

 

 

 

消費生活に関する相談は 

○名古屋市消費生活センター  電話：０５２－２２２－９６７１（くろーない） 

（月～土曜日（祝休日・年末年始を除く） 9：00～16：15） 

○消費者ホットライン  電話：局番なしの１８８（いやや） 

（年末年始を除く毎日、お近くの相談窓口につながります） 

 

 

 

44.0%

48.9%

32.5%

48.6%

55.5%

36.2%

29.4%

22.5%

16.0%

22.4%

1.5%

7.3%

1.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

消費生活相談窓口の的確な対応

消費者トラブルに関する情報提供の充実

製品事故に関する情報提供の充実

食の安全に関する情報提供の充実

不適正な取引が疑われる事業者への調査・指導

消費者トラブルに遭いやすい高齢者等の見守りの推進

学校や職場などでのライフステージに

合わせた消費者教育

消費者・事業者・行政の連携強化

適正な計量や表示の推進

人や社会、環境などに配慮した消費行動の推進

その他

特にない

無回答




